
○
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
及

び
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
東
日
本
大
震
災
に
お
け

る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措

置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
市
町
村
か
ら
避
難
住
民
に

関
す
る
特
定
の
事
務
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に

関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

本
則
の
表
中
「
第
三
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
三
章
及
び
第
二
十
四
条
」
を
「
第
五
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
五

章
及
び
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
並
び
に
第
百
十
五
条
の



四
十
六
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
六
並
び
に
第
百
十
五
条
の
四
十
七
」
に
、

「

障
害
者
の
日
常
生

生
活
を
総
合
的
に

「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

め
の
法
律
（
平
成

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

す
る
た
め
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
章

第
百
二
十
三
号
）

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
二
節
第
二
款
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

の
日
常
生
活
及
び

第
百
二
十
三
号
）
及
び
障
害
者

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二

総
合
的
に
支
援
す

を

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

章
第
二
節
第
二
款
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る

律
施
行
令
（
平
成

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

第
十
号
）

律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令

子
ど
も
・
子
育
て

第
十
号
）

成
二
十
四
年
法
律

」

）



活
及
び
社
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

支
援
す
る
た

す
る
た
め
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
章

十
七
年
法
律

第
二
節
第
二
款
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

及
び
障
害
者

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二

社
会
生
活
を

章
第
二
節
第
二
款
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る

る
た
め
の
法

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

に
改
め
る
。

十
八
年
政
令

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
条
、
第
二
十
七
条
、

支
援
法
（
平

第
二
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十

第
六
十
五
号

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理

四
条
及
び
附
則
第
六
条



す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

」

附

則

「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

す
る
た
め
の
法
律
第
十
五

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
二
節
第
二
款
並
び
に
障

（
施
行
期
日)

第
百
二
十
三
号
）
及
び
障
害
者

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

章
第
二
節
第
二
款
の
規
定

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令

第
十
号
）

「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的



生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

す
る
た
め
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
二
節
第
二
款
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及

条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
章

第
百
二
十
三
号
）
及
び
障
害
者

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

章
第
二
節
第
二
款
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処

る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

を

に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る

律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令

第
十
号
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
条
、
第
二
十

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平

第
二
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号

」

）

の
規
定
に
よ
り
市
町
村

四
条
及
び
附
則
第
六
条

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務



に
支
援

第
二
章

び
社
会

令
第
二

理
す
る

か
ら

に
改
め
る
改
正
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

七
条
、

第
五
十

が
処
理

」



施
行
す
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
に
よ
る

第
二
十
条

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
の
手
続
、
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
相
談
、
助
言
、
あ
っ
せ
ん
及
び
利
用

の
要
請
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
情
報
の
提
供
等
」
と
い
う
。
）

第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
二
十
九
条

、
同
法

第
一
項
の
確
認
の
手
続

第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
等
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
お

、
同
法

い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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